
留意事項１ 医師から保健所への発生届の全数届出の見直しに伴う令和４年９月２６日以降の高齢者施設・介護サービス事業所における陽性者の取扱い 

  発生届出対象者 左記以外の者 

  ・６５歳以上の方 

・入院を要する方（診断時の入院の有無を問わない。） 

・重症化リスク（注１）があり、かつ、新型コロナ治

療薬（注２）の投与が必要な者 又は 

重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により

新たに酸素投与が必要な者 

・妊婦 

 

１ 京都市介護ケア推進課が配布若し

くは施設等・個人が購入した抗原定

性検査キットによる検査 又は 

無料検査所での検査で陽性になっ

た場合 

施設医、協力医療機関の医師、又は陽性だった方のか

かりつけ医が、保健所に発生届を提出してください。 

施設医、協力医療機関の医師、又は陽性だった方のか

かりつけ医が、施設等を通じ、陽性だった方に対し、

「京都市からの重要なお知らせ」を渡してください。 

※ 保健所に発生届を提出する医師が見つからない

場合は、施設等から京都市介護ケア推進課に連絡し

てください。 

医師から保健所への発生届は必要ありません。 

ただし、保健所が陽性であることを確認する必要があ

ることから、陽性だった方御自身が、京都市保健所等

のホームページ（注３）の入力フォームから、保健所

に対して、陽性者の登録申請を行ってください。 

※ 施設医、協力医療機関の医師、又は陽性だった方

のかかりつけ医が、「京都市からの重要なお知らせ」

を渡した場合は、登録申請は必要ありません。 

２ 京都市介護ケア推進課（京大病院に

検体提出）のＰＣＲ検査（行政検査）

で陽性になった場合 

京都市保健所が発生届を提出します。 

京都市保健所から陽性だった方（施設入所者は施設宛）に

対し、「京都市からの重要なお知らせ」を送付します。 

そのため、施設等から京都市介護ケア推進課に対し、

「陽性判明時の連絡様式（＊R4.9.28様式変更）」をメ

ールで送信してください。 

京都市保健所から陽性だった方に対し、「京都市から

の重要なお知らせ」を送付します。 

そのため、施設等から京都市介護ケア推進課に対し、

「陽性判明時の連絡様式（＊R4.9.28様式変更）」をメ

ールで送信してください。 

３ 京都市医療衛生企画課のＰＣＲ検

査（行政検査）で陽性になった場合 

京都市保健所が発生届を提出します。 

京都市保健所から陽性だった方（施設入所者は施設宛）に

対し、「京都市からの重要なお知らせ」を送付します。 

京都市保健所から陽性だった方に対し、「京都市から

の重要なお知らせ」を送付します。 

４ １～３以外で、介護老人保健施設、

介護医療院、介護療養型医療施設又

は特別養護老人ホームの併設医療

機関の医師が実施するＰＣＲ検査

又は抗原検査で陽性になった場合 

施設医又は併設医療機関の医師が、保健所に発生届を

提出してください。 

施設医又は併設医療機関の医師が、陽性だった方に対

し、「京都市からの重要なお知らせ」を渡してくださ

い。 

医師から保健所への発生届は必要ありません。 

施設医又は併設医療機関の医師が、陽性だった方に対

し、「京都市からの重要なお知らせ」を渡してくださ

い。 



＜注１＞「重症化リスクがある方」は、次のいずれかに該当する方です。 

悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患（ＣＯＰＤ等）、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満（ＢＭＩ ３０以上）、臓器

の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下の者 

 

＜注２＞「新型コロナ治療薬」は、次の薬剤です。 

ロナプリーブ（カシリビマブ、イムデビマブ）、ステロイド薬、ゼビュディ（ソトロビマブ）、トシリズマブ、パキロビッド（ニルマトレルビル、リトナビ

ル）、バリシチニブ、ラゲブリオ（モルヌピラビル）、ベクルリー（レムデシビル） 

 

＜注３＞陽性者登録の申請を行うホームページは、次のとおりです。 

京都市内にお住まいの方 

【京都市情報館】京都市新型コロナ陽性者フォローアップセンターについて 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000294789.html 

 

京都市以外の京都府内市町村にお住まいの方 

【京都府】京都府新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターについて 

https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/youseitouroku.html 

 

※ 要件に該当するかをよく確認して、申請してください。 

※ 京都府以外の府県にお住まいの方は、お住まいの府県のホームページから陽性者登録の申請を行ってください。 

 

＜参考＞「京都市からの重要なお知らせ」の見本 

【京都市情報館】新型コロナウイルス感染症の検査で陽性が判明した方へ（見本） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000304/304176/2besshi(mihon).pdf 

 

留意事項２ 医療機関・医療提供施設から保健所への「新型コロナウイルス感染症総数報告」【介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設及び特

別養護老人ホームの併設医療機関】 

○ 医師から保健所への発生届の有無にかかわらず、新型コロナウイルス感染症と診断した患者の日ごとの総数を、年代別に、京都市保健所に対し、毎日報

告してください。 

○ 行政検査で陽性になった患者及び京都市保健所等のホームページの入力フォームから陽性者の登録申請を行った患者の人数は、計上しないでください。 

⇒ 計上するのは、留意事項１の網掛けに該当する患者です。 

○ 報告は、ＨＥＲ－ＳＹＳの入力画面により入力、又はＦＡＸ（令和４年９月２０日付け診療・検査医療機関宛依頼文別紙参照。同依頼文は、京都市医療

衛生企画課から、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設及び特別養護老人ホームに対して、別途郵送します。）により報告してください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000294789.html
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/youseitouroku.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000304/304176/2besshi(mihon).pdf


 

留意事項３ 京都市介護ケア推進課への「高齢者施設及び介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染等発生連絡票」の提出【入所施設及び通所

系サービス事業所】 

○ 職員又は入所者に陽性者が発生した時に、入所施設及び通所系サービス事業所から京都市介護ケア推進課に提出する「高齢者施設及び介護サービス事

業所における新型コロナウイルス感染等発生連絡票」（＊R4.9.28 様式変更）については、医師から保健所への発生届の有無にかかわらず、引き続き、陽

性者が１人でも発生したら提出してください。 

○ 高齢者施設では、先に職員が感染することが多いにもかかわらず、全数届出の見直しにより、職員の多くが、医師から保健所への発生届の対象外となり

ます。そのため、京都市介護ケア推進課・医療衛生企画課が、高齢者施設での感染発生を把握するために、「高齢者施設及び介護サービス事業所における

新型コロナウイルス感染等発生連絡票」が、より重要になります。迅速な提出に協力してください。 

【京都市情報館】介護ケア推進課への新型コロナウイルス感染症に関する連絡方法について 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000279168.html 

 

With コロナに向けた新たな段階への移行に基づく療養の考え方の見直し（医師から保健所への発生届の全数届出の見直し）等の全体像については、次の

広報資料を御参照ください。 

【京都市情報館】【広報資料】Withコロナに向けた新たな段階への移行に基づく療養の考え方の見直し等について 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000304176.html 

 

※ 京都市以外の地域にお住まいの方は、お住まいの地域の府県又は保健所設置市のホームページも御確認ください。 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000279168.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000304176.html

